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＜2020年度 年末手当＞   

 

ＪＲ東日本が回答（11/13） 

2.20ヵ月分（前年比 0.98 ヵ月減） 

支払日  12月 4日以降準備出来次第 

 

ＪＲ東日本は 本日（11/13）、年末手当について上記の回答を行った。 

東日本本部は「持ち帰り検討」の扱いとした。 

詳細は添付資料「国労東日本本部『業務連絡報第 1545号』および『ＮＲ

Ｕ-east№150』を参照されたい。 

  

                                                               

以  上 


